
 

 

農山漁村振興交付金（農山漁村発イノベーション対策のうち農山漁村発イノ

ベーション整備事業）の附帯事務費及び工事雑費の取扱いについて 

 

制定            

３ 農 振 第 3 0 1 9 号 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 

農林水産省農村振興局長通知 

 

最終改正 令和５年４月１日付け ４農振第 3494 号 
 

農山漁村振興交付金交付等要綱（令和３年４月１日付け２農振第3695号農林水産事務

次官通知）別表１の区分の欄の（１）のイの実施に当たって、その附帯事務費及び工事

雑費の取扱いは以下に定めるとおりとする。 

 

 
１ 附帯事務費は、交付対象事業施行のため必要な経費であって、別表１に示す区分

に従い支出した経費に限るものとする。 

 

２ 工事雑費は、事業実施主体等が交付対象事業施行のため直接必要とする経費であ

って、別表２に示す区分に従い支出した経費に限るものとする。 

 

３  附帯事務費率及び工事雑費率については、別表３のとおりとする。 

 

 
附 則 

１ この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この通知の施行に伴い、農山漁村振興交付金（農山漁村活性化整備対策）の附帯事

務費及び工事雑費の取扱いについて（平成28年4月１日付け27農振第2343号農林水産

省農村振興局長通知）は、廃止する。 

３ ２の通知による廃止前の２に掲げる通知によって令和３年度までに着手した事業に

ついては、なお従前の例により取り扱うものとする。 

 

附 則 

１ この通知は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本通知によって令和４年度までに着手した事業については、

なお従前の例による。 



 

 

別表１（附帯事務費） 
 

 

 

費 目 

科 目 
 

 

説 明 

 

 

備考 

節 区 分 

報償費 謝金 
 

交付対象事業の指導・推進会議等の委員等

に対する謝金とする。 

 

 

旅費 
 

旅費 
  

交付対象事業施行のため直接必要な旅費で

次の用務に該当するものとする。 

   

普通旅費 
 

設計審査、工法協議、用地交渉、検査等の

ため必要な旅費とする。 

   

日額旅費 
 

官公署等への常時連絡及び工事の施行、監

督、用地交渉、測量、調査又は検査のための

管内出張旅費とする。 

   

委員等旅費 
 

交付対象事業の指導・推進会議等の委員等

に対する旅費とする。 

 

庁費 
   

交付対象事業施行のため直接必要な本庁の

庁費（報酬、給料、職員手当等、共済費、需

用費（修繕料については備品購入費による備

品に限る。））、役務費、委託料、使用料及

び賃借料、備品購入費並びに公課費とする｡ 

  

報酬 
  

日々雇用される事務補助員、技術補助員等 

（地方公務員法（昭和25年法律第261号）第 

３条第３項に規定する職である者（以下「特

別職非常勤」という。）及び第22条の２に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任

用職員」という。））に対する報酬とする。 

  

給料 
  

日々雇用される事務補助員、技術補助員等 

（会計年度任用職員及び地方公務員法第22条

の３第１項又は第４項の規定により任用され

た者（以下「臨時的任用職員」という。））

に対する給料とする。 

  

職員手当等 
  

日々雇用される事務補助員、技術補助員等 

（会計年度任用職員及び臨時的任用職員）に 



 

 

 

 

  

 
共済費 

 

 
社会保険料 

対する職員手当等とする。 

 
本費目から報酬、給料、職員手当等が支弁

される者に係る事業主負担の保険料とする。 

 
各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印

紙その他消耗品に係る費用とする。 

 
自動車等の燃料費とする。 

 
用地買収及び補償交渉、換地処分、営農計

画との調整等事業施行上特に必要な会議用弁

当、茶菓子賄料等とする。 

 
図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費とす

る。 

庁用器具類及び自動車等の修繕料とする。

郵便料、電信電話料、運搬費等とする。 

土地等の鑑定料、登記手数料及び計器検査 

手数料とする。 

 
測量、設計、登記事務等の委託料とする。 

 
自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使

用料、賃借料及び損料並びに有料道路通行料

とする。 

 
庁用器具類の購入費とする。 

 
自動車（乗用車を除く。）等の購入費とす

る。 

 

 
需用費 

 
消耗品費 

  
燃料費 

 
食糧費 

  

 

印刷製本費 

  
修繕料 

役務費 通信運搬費 

 
手数料 

 
委託料 

 

使用料及び

賃借料 

 

 
備品購入費 

 
庁用器具費 

 
機械器具費 



 

 

別表２（工事雑費） 
 

 

 

費 目 

科 目 
 

 

説 明 

 

 

備考 

節 区 分 

工事雑

費 

  
交付対象事業施行のため現場事務所等にお

いて直接必要な庁費（報酬、給料、職員手当

等、共済費、旅費、報償費、需用費（修繕料

については備品購入費による備品に限る。） 

）、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備

品購入費、公課費、負担金並びに系統施行管

理料とする。 

 

  

報酬 
  

用地買収、土地物件等の評価及び登記の事

務を処理するための報酬及び日々雇用される

事務補助員、技術補助員等（特別職非常勤及

び会計年度任用職員）に対する報酬とする。 

  

給料 
  

日々雇用される事務補助員、技術補助員等 

（会計年度任用職員及び臨時的任用職員）に

対する給料とする。 

  

職員手当等 
  

日々雇用される事務補助員、技術補助員等 

（会計年度任用職員及び臨時的任用職員）に

対する職員手当等とする。 

  

共済費 
 

社会保険料 
 

本費目から報酬、給料、職員手当等が支弁

される者に係る事業主負担の保険料とする。 

  

旅費 
  

交付対象事業実施のための打合せ等に必要

な旅費とする。 

  

報償費 
 

謝金 
 

用地買収及び補償における立会人、調査、

試験、研究等を委嘱された者又は協力者等に

対する謝金とする。 

  

需用費 
 

消耗品費 
 

各種事務用紙、帳簿、封筒等の文房具、印

紙その他消耗品費とする。 

   

燃料費 
 

庁用燃料及び自動車等の燃料費とする。 

   

食糧費 
 

説明会、意見聴取等事業遂行上特に必要な 



 

 

   

 
印刷製本費 

会議用弁当、茶菓子賄料等とする。 

 
図面、諸帳簿等の印刷費及び製本費とす

る。 

 
電気料、水道料、ガス料及びその計器使用

料とする。 

庁用器具類及び自動車等の修繕料とする。

郵便料、電信電話料、運搬費並びに乗船及 

び乗車の回数券等とする。 

 
用地買収交渉、補償交渉等事業遂行上特に

必要と認められる場合の公告料とする。 

 
土地等の鑑定料、登記手数料及び計器検査

手数料とする。 

 
設計書等の筆耕料及び文献等の翻訳料とす

る。 

 
自動車損害賠償責任保険の保険料とする。 

 

 
 

その他交付対象事業の実施に必要な役務費 

 
測量、設計、登記事務等の委託料とする。 

 
自動車、会議用会場、駐車場、物品等の使

用料、賃借料及び損料並びに有料道路通行料

とする。 

 
庁用器具類及び標識（当該事業に必要なも

のに限る。）の購入費とする。 

 
測量、試験、研究、実験調査用の機械器具

類及び自動車（乗用車を除く。）等並びに工

事監督用の舟艇の購入費とする。 

 

電気、水道、ガス等の施設の新設、増設等

の負担金及びその他の負担金（当該事業に必

要なものに限る。）とする。 

 

  
光熱水料 

  
修繕料 

 

役務費 
 

通信運搬費 

  
公告料 

  
手数料 

  
筆耕翻訳料 

  
自動車損害保険

料 

  

雑役務費 

 

委託料 
 

 

使用料及び

賃借料 

 

 
備品購入費 

 
庁用器具費 

  
機械器具費 

 

 

負担金 

 



 

 

 

 
 

別表３（附帯事務費率及び工事雑費率） 
 

 

附帯事務費の率 工事雑費の率 備考 

１％以内 
 

 

3.5％以内 
 

 

 

  
公課費 

 

 
 

代行施行管

理料 

 
自動車重量税 

 
交付対象事業で取得した自動車に係る自動

車重量税に限るものとする。 

 
代行施行における農業協同組合連合会、設

計事務所等の事業施行管理料とする。 

 


